
 光警報装置が聴覚障がい者に対して、一定の効果があることが効果
検証により実証されたが、下記のような課題もまた判明した。 

 今後の普及方策について 

機器・設置 
・光の色についてはモデル施設では白色としたが、「赤色のほうがわかりやすい」と
の意見もあり、「白色又は赤色」と選択できるようにする必要がないか 
 
・点滅型誘導灯との併置については、誘導灯の視認性確保のために、一定の間隔
を空けて設置することとすれば十分か 
 
・天井高さや天井装飾等との関係について整理が必要ではないか 

費用 
設置については、一定の工事費・維持管理費を要する 
※モデル施設では既存施設に設置したため、配線ルートの確保等の工事費が必要なことが判明 

資料４－５ 



 設置基準（案）では「自動火災報知設備が設置されたものに
設置することが望ましい」としていたが、自動火災報知設備は
比較的小規模（３００㎡以上）な建築物にも設置が義務付けら
れており、法的設置義務を課すとすれば、光警報装置の設置
が特に必要な用途・面積規模について検討が必要ではないか。 

 今後の普及方策について 

設置対象物 

 ホテルや劇場、駅・空港のロビー、百貨店の売場、病院の外
来など、不特定又は多数の利用が見込まれる用途であって、
一定の広さのある空間に優先的に設置するよう検討していくべ
きではないか。 
 基準化されるまでの間は、光警報装置の設置・維持基準によ
り設置方法を示すことでよいか。 



 今後の普及方策について 

光警報装置以外による警報 
・聴覚障がい者に有効な光警報装置以外の手段については、既往
の調査において振動によるものや臭気によるものについて検討がな
されているが、これらの装置は有効範囲が狭く、建築物全体に警報
を知らせるという点では光警報装置が今回の検証からも優位ではな
いか。 
 ただし、就寝する場所については光警報装置より振動によるものが
効果が高いとされており、今後別途検討が必要ではないか 



 ＜参考資料＞ 
自動火災報知設備の用途ごとの設置基準 

特定防火対象物 
消防法において、不特定多数の利用が見込まれる用途とされ、設
置基準が改正された場合、既存建築物にも改正基準が適用される。 
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